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司法試験におけるいわゆるギャップタームの解消策に関する会長声明 

 

１ 法曹志望者の激減という現象を受け、現在、法曹養成制度に関する様々な改善が

検討されているところ、その１つとして、司法試験におけるいわゆるギャップター

ムの解消策が検討されている。例えば、毎日新聞の平成３０年５月１８日付報道に

よれば、「法曹養成制度に関する与党検討会」が同年４月にまとめた緊急施策で、

法曹コース導入に向けた法改正に加え、優秀な法科大学院生は在学中に予備試験

なしで司法試験の受験を認めることも打ち出し、法務、文科両省と最高裁判所は現

在、法改正の具体的な検討を進めている、とのことである。 

２ ギャップタームとは、現行の制度において、３月末の法科大学院修了から、５月

以降の司法試験受験、１１月末ごろの司法修習開始までの間に８ヶ月程度の期間

が存在することを指すところ、これにより、法曹志望者にとっての経済的・時間的

な負担が生じ、法曹を目指すことを断念する原因の一つとなっているとの現状認

識のもとに、ギャップタームの解消策として、司法試験実施時期の変更（法科大学

院修了前の司法試験受験を認めるように受験要件を変更する）が取り上げられて

いる。具体的には、司法試験の実施時期を現状より１年程度前倒しし、法科大学院

既修２年目・未修３年目の前期の早い時期（例えば５月）に実施し、後期開始前（例

えば８月）に司法試験の合格発表を行うなどの案が検討されているとのことであ

る。 

３ しかしながら、現行の制度が司法試験受験要件として、法科大学院の修了を要件

としたのは、「「点」のみによる選抜から「プロセス」としての新たな法曹養成制

度に転換するとの観点から、その中核としての法科大学院制度の導入に伴って、司

法試験も、法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替えるべきである」

との観点から、法科大学院を修了した者に司法試験の受験要件を与えることとし

たのであり、法科大学院を修了していない者に受験資格を与えることは、当初の制

度理念と矛盾するものである。 

また、司法試験の実施時期を大幅に前倒しすることとなれば、司法試験の出題内

容について、法科大学院の授業進度に配慮し、出題範囲を限定したり、難易度を低

下させるなどの本末転倒な事態を招く危険性も高い。 

さらに、法曹志望者が激減しているにも関わらず、司法試験合格者数が１５００
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人程度に固定化され、合格者の質の確保に疑念が生じている現状に鑑みれば、司法

試験の実施時期を前倒しすることは、勉学不十分な者が受験することで、受験者の

更なる質の低下を招き、ひいては更なる司法試験合格者の質の低下を招く懸念が

ある。 

４ そもそも、法曹志望者の激減の原因は、弁護士に対する需要を見誤り、司法試験

合格者数を過剰に設定し、弁護士数を過剰に増員し続ける現在の誤った政策によ

って、将来不安等が生じることで法曹志望者がコストと時間をかけてまで法科大

学院に進学することを回避するという点こそが主要なものであると考えられ、ギ

ャップタームの存在は主たる原因ではない。したがって、ギャップタームの解消を

行ったところで法曹志望者の減少を食い止める有効な手段にはなり得ない。意味

に乏しいだけでなく、上記に指摘した制度理念との矛盾や司法試験の内容の劣化、

司法試験合格者の質の低下といった重大な弊害を生じさせかねないギャップター

ムの解消策は、採用すべきではない。 

現在必要なのは、そのような小手先の弥縫策ではなく、司法試験合格者数を減員

し、有為な人材が安心して法曹への道を目指せるような政策変更を行うことであ

る（当会の平成２９年６月２４日付「適正な弁護士数に関する決議」）。そもそも、

法科大学院を中核とした法曹養成制度そのものが、真に合理的な制度であるかど

うかが問い直されるべき時期にあり、法科大学院ありきの現在の政策は、批判的な

検討の対象とされるべきである。 

５ 以上から、当会は、ギャップタームの解消策として司法試験の受験要件を緩和す

ること、司法試験の実施時期を前倒しすることに反対する。 

 

平成３０年１０月１３日 

 

                       長野県弁護士会 

会 長  金  子  肇  


